
別紙 

中小企業者の範囲 

 

ここでいう中小企業者とは、官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律（昭 

和 41 年法律第 97 号。以下「官公需法」という。）第２条第１項及び官公需についての中

小 企業者の受注の確保に関する法律施行令（昭和 41 年政令第 248 号）第１条に定める、

以下のものとする。  

 

１ 会社及び個人 

会社にあっては、それが主として営む事業が属する業種に応じ、次表の（Ａ）の「資 本

金の額又は出資の総額」又は（Ｂ）の「常時使用する従業員の数」のいずれかの要件 を充

足しているもの。個人にあっては、それが主として営む事業が属する業種に応じ、 次表の

（Ｂ）の「常時使用する従業員の数」の要件を充足しているもの。 

業 種 
(A) 資本金の額又は 

出資の総額 

(B) 常時使用する 

従業員の数 

①  製造業、建設業、運輸業その他の業種 

（②～⑤に掲げる業種を除く。） 

３億円以下 ３００人以下 

② 卸売業 １億円以下 １００人以下 

③ サービス業 ５千万円以下 １００人以下 

④ 小売業 ５千万円以下 ５０人以下 

⑤ 政令指定業種   

 ａ．ゴム製品製造業（自動車又は航空機

用タイヤ及びチューブ製造業並びに

工業用ベルト製造業を除く。） 

３億円以下 ９００人以下 

 ｂ．ソフトウェア業又は情報処理サービ

ス業 

３億円以下 ３００人以下 

 ｃ．旅館業 ５千万円以下 ２００人以下 

［注１］業種について 

① 企業の属する業種は、その企業が主として営む事業により判定する。２種以上の事

業を兼営している企業の業種については、その企業の実態を従業員数の配分、営業

規模、営業収益の割合等から総合的に判断する必要がある。 

② 業種の区分は、「日本標準産業分類」によって行う。 

③ 本表③の「サービス業」とは、「日本標準産業分類」の大分類Ｇ（情報通信業）の中

分類３８（放送業）及び３９（情報サービス業）並びに小分類４１１（映像情報制

作・配給業）、４１２（音声情報制作業）、４１５（広告制作業）及び４１６（映像・

音声・文字情報制作に附帯するサービス業）、大分類Ｋ（不動産業、物品賃貸業）の

中分類７０（物品賃貸業）及び小分類６９３（駐車場業）、大分類Ｌ（学術研究、専

門・技術サービス業）、大分類Ｍ（宿泊業、飲食サービス業）の中分類７５（宿泊業）、

大分類Ｎ（生活関連サービス業、娯楽業。ただし、小分類７９１（旅行業）を除く。）、



 

大分類Ｏ（教育、学習支援業）、大分類Ｐ（医療、福祉）、大分類Ｑ（複合サービス

事業）及び大分類Ｒ（サービス業〈他に分類されないもの〉）を指し、大分類Ｆ－電

気・ガス・熱供給・水道業、Ｊ－金融業、保険業、Ｋ－不動産業、物品賃貸業（中

分類７０物品賃貸業及び小分類６９３駐車場業を除く。）に属する業種は、広義のサ

ービス業ではあるが、これには含まれず、本表①の「その他の業種」に含まれる。 

［注２］会社について 

① 「会社」とは、会社法（平成１７年法律第８６号）に規定する株式会社（既存の有

限会社を含む。）、合名会社、合資会社及び合同会社をいう。 

② 会社の「資本金の額又は出資の総額」は、会社の種類に応じ、次の基準で把握する。 

株式会社・合資会社 資本金の額 

合名会社・合資会社 社員の出資の総額（払込みの有無を問わない。） 

［注３］個人について 

事業を営んでいない一般の個人は中小企業者に該当しない。 

 

２ 組合 

① 企業組合 

② 協同組合 

③ その他特別な法律によって設立された組合及びその連合会であって、次に掲げるもの 

事業協同組合 事業協同小組合 協同組合連合会 商工組合 商工組合連合会 

商店街振興組合 商店街振興組合連合会 

［注１］ 

③でいう特別の法律とは、中小企業等協同組合法（昭和３７年法律第１４１号）を指す。 

［注２］ 

③に掲げる組合又はその連合会については、その直接または間接の構成員たる事業者

の３分の２以上が１の中小企業者に該当するものに限る。 

 

官公需法で中小企業者として取り扱われる者は、１の会社及び個人並びに２の組合に限

られる。したがって、これら以外の者は、例えば民法に規定する公益法人、消費生活協同組

合法（昭和 23 年法律第 200 号）に規定する消費生活協同組合等は含まれず、また、「みな

し大企業」については中小企業基本法第 3 条において、「独立した中小企業者」を施策の対

象とする旨が規定されていることから含まれない。 

 ※みなし大企業の定義 

① 発行済株式の総数又は出資価額の２分の１以上が、同一の大企業の所有に属している

中小企業者 

② 発行済株式の総数又は出資価額の３分の２以上が複数の大企業の所有に属している

中小企業者 

③ 大企業の役員又は職員を兼ねている者が役員総数の２分の１以上を占めている中小

企業者 


